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令和５年度第１回庁議提案  審議・報告・その他 

                    提 出 日：令和５年４月１８日 

                    担当部・課：総務部危機対策課〔内線４３０６〕 

① 件  名 

石巻ガス株式会社との災害時におけるガス設備復旧等に関する協定の締結について 

② 施策等を必要とする背景及び目的（理由） 

【背景】 

東日本大震災発災時、都市ガスは津波の被害により全戸供給停止となり、復旧に多くの期間を

要したことから、大規模災害時においては、ガス設備の迅速な復旧が望まれている。 

先般、石巻ガス株式会社より災害時におけるガス設備復旧等に関する協定を締結したいとの申

入れがあり、協定内容等に関して協議を進めてきた。 

 

【目的】 

  同社との協議が調ったことから、協定を締結し、大規模災害時におけるガス設備の迅速な復旧

による、住民の安全と生活基盤の確保を図る。 

③ 根拠法令及び総合計画又は個別計画との整合性 

【根拠法令】 

  災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号） 

 

【〔総合計画との整合性 総合計画の位置付け：有・無〕 又は 〔個別計画との整合性〕】  

  石巻市地域防災計画 【共通編】第１章 第２節 基本方針 

④ 提案に至るまでの経過（市民参加の有無とその内容を含む。） 

 令和４年１０月  災害時における設備復旧等に関する協定の締結について、石巻ガス株式会社

から協議の申入れ 

     １０月～ 協定締結の検討、協定内容に関する協議 

⑤ 主な内容 

１ 協定内容 

(1) 災害発生時の情報提供 

(2) ガス設備復旧等に関する施設利用 

    大規模災害時において、石巻ガス株式会社から駐車場、復旧資材置場、宿泊場所及び復旧拠

点として施設の借用について依頼があった場合、石巻市はこれに協力する。 

 

２ 協定締結期間 

  協定締結の日から令和６年３月３１日まで（１年ごとに自動更新）とする。 

⑥ 実施した場合の影響・効果（財源措置及び複数年のコスト計算を含む。） 

【影響・効果】 

  大規模災害時におけるガス設備の復旧が円滑になり、迅速な災害対応が可能となる。 

また、平時の防災訓練等により、連携体制の構築が図られる。 

 

【市財政への負担】 

  なし（施設利用に伴う費用は石巻ガス株式会社の負担とする。） 

⑦ 他の自治体の政策との比較検討 

 

資料２ 
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⑧ 今後の予定及び施行予定年月日 

協定締結式  

令和５年５月８日（月）午後３時（場所：石巻市防災センター） 

⑨ その他 

○ 協定の締結状況（令和５年３月末現在） 

内 訳 協定数 締結先等 

支援協力に関する協定 １７８ 

 

各民間企業関係（１３７協定） 

イオン、郵便局、専修大学、医師会 等 

福祉避難所関係（４１協定） 

  石巻祥心会、つつじ会 等 

  

 ○ 関連事項 

平成２５年３月に（社団）宮城県エルピーガス協会と「災害時におけるＬＰガス等の供給協

力に関する協定」を締結している。 

 


